
指導事項有り 指導事項有り 不履行有り

（一部） （多数） 業務の見直し要す

１００点 ９０点未満 ７５点未満 ６０点未満 ３０点未満

～９０点以上 ～７５点以上 ～６０点以上 ～３０点以上

Ｃ Ｄ

１００点満点換算評価

単年度総合評価 適合

ランク評価（Ｓ、Ａ～Ｄ） Ｓ Ａ Ｂ

１～０点

所管課評価責任者 都市整備部長　　伊藤　敬一

単年度評価

業務状況（支障なし） 普通以下（改善・見直しの必要有り）

優れている 普通

採点（０～５点） ５点 ４点 ３点 ２点

施　設　名 船橋市アンデルセン公園

総合評価
指定管理者 公益財団法人　船橋市公園協会

所管課 都市整備部　公園緑地課

Ｓ
評価対象期間 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日



船 橋 市 ア ン デ ル セ ン 公 園　  指 定 管 理 者　  モニタリングシート　　（　Ｈ２５年度　）（ 単年度 ）　

評価大項目

評価中項目

評価細項目（視点）

Ⅰ 公園の基本運営について 記述欄

1

・

・

・

・ アンデルセン公園の設置趣旨に沿った事業を展開した。など

2

・

・

・

・ アンデルセン公園の特色を活かした事業を展開した。など

Ⅱ 運営等の経費について

1

・

・

・

・

2

・

・

・ 従事者の雇用に配慮した経費を配分した。

・

各ゾーンや施設の特色等を生かした事業を展開した。

利用者の増加につながる事業を展開した。

船橋の拠点施設としての事業を展開した。

実施事業、見解等

所管課
評価

指定管理
者評価

利用者を増やし船橋の良さを内外の人にＰＲするための拠点施設と
しての活用について

・年間を通して四季折々の花々で彩られた公園づ
くりを行い、公園のそれぞれのゾーンにおいて、
違った楽しみ方を提供し、本市を代表する施設の
指定管理者としての自覚を持って事業展開してい
た。

S S

緑化事業（花とみどりのまちづくり）、国際交流等、市の施策と連携し
た事業展開について

・デンマーク　オーデンセ市姉妹都市提携２５周年
記念事業”花と緑のフェア”をH26.3.21から市と共
催により開催し、「花の公園」としての認知度をより
一層高め、オーデンセ市との交流を深める事業等
を展開していた。
・都市緑化推進イベントを開催したり、ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞバス
ケットコンテストを行うなど、入園者に花への関心
をより持っていただけるよう緑化の推進を積極的
に事業展開していた。
　

S S

市民や市などとの連携を図った事業を展開した。

緑化の推進を図る事業を展開した。

国際交流など市の施策と連携した事業を展開した。

計画的な雇用により、経費の節減を図った。

総括的な観点での経費の削減を図った。など

経費の構成・配分等について
・利用者への安心安全な施設提供を考慮したり、
従事者が安心して働ける環境などを考慮した経費
であった。
・団体利用客へのPR、イベントの開催のPRなど、
利用者の増加につながるよう経費を配分してい
た。
・臨時の雇用者などに対しても十分な経費を確保
していた。

S S

経費の節減について
・コスト削減委員会により現場巡視を行い、経費の
削減について検討を行い、事務管理経費や運営
経費の見直しを行うなど、経費の節減を図ってい
た。
・雇用者を登録制にし、計画的な雇用を行ったり、
近隣より臨時職員を雇用するなど、経費の削減を
図っていた。 S S

運営方法の工夫により、経費の節減を図った。

維持管理方法の工夫により、経費の節減を図った。

利用者へのサービス向上のための経費を配分した。

利用者の安全確保のための経費を配分した。

総括的な視点での経費の構成であった。など



船 橋 市 ア ン デ ル セ ン 公 園　  指 定 管 理 者　  モニタリングシート　　（　Ｈ２５年度　）（ 単年度 ）　

評価大項目

評価中項目

評価細項目（視点）

実施事業、見解等

所管課
評価

指定管理
者評価

Ⅲ 維持管理について

1 公園施設（建築物・動植物以外）の維持管理について

・

・

・

2 建築物及び付属施設の維持管理について

・

・

・

3 植物（地被類・花壇含む）の維持管理について

・

・

・

・

4 動物の育成管理について

・

・

・

5

・

・

・

6 共通事項（１～５について）

・

・

7 用地の維持管理について

・

・

8

・

・

・公園施設の清掃は、園内行き届いた清掃が行わ
れており、公園施設の点検は、日常点検、専門業
者による点検を行い、修繕箇所があった場合は迅
速に対応していた。
・木製遊具、木製施設等の使用期間を延ばすため
の処置を行っていた。

S S

S
点検・清掃は施設ごとに定め実施した。

点検や巡回等により、施設の供用の可否を判断した。

床、窓、照明器具等、適正な頻度で清掃を実施した。など

点検・清掃は施設ごとに定め実施した。

点検や巡回等により、施設の供用の可否を判断した。

水を利用した施設の水質等の検査を必要に応じ実施した。など

・利用者が快適に利用出来るよう建築物のこまめ
な清掃を行っていた。
・施設については、不具合がないかなど毎朝確認
し、老朽化した設備の交換や利用者が快適に利用
できるよう管理し、状況により交換も行っていた。 S

・利用者の安全面から除草剤は一切使用せず、除
草を人力で行っていたり、害虫を早期発見するた
め樹木医、樹木医補が巡回を定期的に行ってい
た。
・市の花であるカザグルマの増殖に努めていた。

S S

除草は、除草剤を使用せず人力で実施した。

害虫の発生は、定期的に監視し、剪定防除に努めた。

害虫駆除で薬剤使用の際、利用者に支障が無いよう実施した。

施肥、剪定や立入り禁止など植物の状況に応じ育成に努めた。
など

・獣医と連携し、定期的に検診を行い適正な育成
に努めた。また、緊急時の往診に対応可能な体制
を整えていた。
・スタッフへのポニー調教方法の指導を専門家に
より実施し、動物自身のストレスによる体調不良に
ついて、動物の生活環境などを十分に観察し、育
成管理していた。

S S
動物ごとに定期的に検診等を実施した。

緊急時も含め検診等できる体制を整え、動物の育成に努めた。

保護等必要な動物には、利用者立入りの制限策を実施した。な
ど

備品の維持管理について
・使用前後の手入れや点検など適正に行い、管理
作業などに使用する備品についても、丁寧に取
扱っていた。
・ボートや工具なども、使用前、使用後に点検を実
施していた。 A A

備品ごとに使用頻度や年数を考慮した点検を実施した。

点検等により、備品の使用の可否を判断した。

備品台帳を作成し、適正な管理に努めた。など

・定期的に巡回し、用地の損傷や隣地との境界付
近の異変の有無を確認していた。
・未整備区域についても巡回し、異常がないか確
認していた。 A A用地の保存（境界、汚損防止）に努めた。

土地の形状変更は、事前に市の承認を得た。など

・緊急性がある不良施設は、安全対策を行い、速
やかな報告が行われ、危険となった施設などにつ
いては、利用者の事故防止など配慮し適切に対応
されていた。 A S不良施設等は、使用を中止し、安全対策を行い、市に報告した。

施設等の撤去・移設・新設については、事前に市の承認を得た。
など

廃棄物処理について
・廃棄物について適正に管理、処理され、リサイク
ル資源も適正に処理が行われていた。

A A清掃等で発生した廃棄物は、適正に処理した。

資源廃棄物のリサイクルを図った。など
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評価大項目

評価中項目

評価細項目（視点）

実施事業、見解等

所管課
評価

指定管理
者評価

Ⅳ 施設運営について

1 利用者の平等な利用の確保について

・

・

2

・

・

・

3

・

・

・

4

・

・

・

5

・

・

・

6

・

・

7

・

・

・

・

・特定の利用者や団体を優遇することなく、公共施
設としての公平性を確保していた。

A A利用者からの苦情等はなかった。

特定の団体等を優遇するなどの差別は行わなかった。など

S S
地域雇用に配慮した雇用を行った。

駐車場誘導を工夫し、渋滞による周辺地域への影響を減少させ
た。

周辺地域に対し、具体的な還元策を実施した。など

利用者へのサービス向上について
・常設アンケートのほか、臨時アンケートを実施し、
幅広い年代層から意見を聞き、運営に活用し、企
画したイベントについても相対的に好評化を得て
いる。

S S
実施したサービスについて、利用者から良い反響があった。

アンケート等を実施し、サービス向上に活用した。

アンケート等で苦情件数が減った。（満足度が上昇した。）など

利用者等の安全確保について
・施設管理者の管理瑕疵による事故は一切発生し
なかった。また、日々の巡回や啓発活動などによ
り、利用者の不注意や過信などによるの事故につ
いても減少したことから、利用者事故防止のため、
管理は徹底していた。
・園内の枝折れ等の点検を実施し、危険個所につ
いて徹底した除去を行っていた。

S S

事故防止のための対応策に沿って実施した。

管理上の不備による怪我等の事故は発生しなかった。

上記以外の事故（利用者の不注意など）の事故件数が減少し
た。など

防犯・防災対応について
・公園内の防犯対策として、従事者間で連絡体制
を確保しつつ巡回していた。また、天候の変化を把
握し避難誘導を行うシステムを導入し雷の発生な
ど利用者に注意を呼びかけたり、強風時には、施
設の飛散防止対策を行い、台風、強風による樹木
の枝折れの支障等の処理を速やかに行っていた。

S S

利用者の安全確保のため、巡回等を適宜実施した。

施設等の損傷防止のため、防犯対策を実施した。

台風・雷雨等の気象・防災情報を利用者に提供した。

台風等による災害の際、事前事後の対応を適切に実施した。な
ど

利用の促進について
・常に話題性のある事業の開催を実施し、利用者
の増加につながる事業を実施していた。
・総入園者は前年度を上回り、「全国都市緑化フェ
ア」が開催された平成１９年度に次ぐ入園者であっ
た。
・年次事業で見込んだ各自業・イベントの目標が概
ね達成されていた。

S S

利用者の増加につながる事業を実施した。

イベント等の事業について、利用の促進につながった。

事業による効果（計画集客数など）が達成できた。など

個人情報の保護について
・漏えいや苦情などは、一切発生しなかった。ま
た、従事者への周知徹底が図られており、情報の
保管も徹底していた。
・個人情報管理者としての責務が十分機能してい
た。

A A個人情報の管理（漏えい防止、図書等の管理）を徹底した。

個人情報に関し、苦情や事故は発生しなかった。など

地域との共生や地域への還元について
・地域雇用を推進し、近隣地域から臨時職員を雇
用したり、周辺地域の公的な行事に参列したりな
ど、周辺地域に対し具体的な還元策を実施した。
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評価大項目

評価中項目

評価細項目（視点）

実施事業、見解等

所管課
評価

指定管理
者評価

Ⅴ 事務管理について

1 業務を行うにあたっての従事者（有資格者含む）の配置について

・

・

・

2 繁忙時と通常時の従事者の雇用について

・

・

・

3 従事者の教育と研修について

・

・

・

4 事故等の緊急時の対応について

・

・

5 従事者に対する労働条件等について

・

・

・

Ⅵ その他

1 上記項目以外について

・

・

・

・来園者を想定し、従事者の確保や配置を計画的
に行っていた。
・効率的に配置することにより、従事者数の抑制を
図っていた。

A S

繁忙期などの人員が確保できる体制（人員数、事務分担等）で
あった。

効率良く円滑的に運営できた体制（人員数、事務分担等）であっ
た。

通年（繁忙期、閑散期など）を通し、計画的に雇用ができた。など

・各業務に合わせ責任者を配置し、各業務に適し
た資格取得者や研修修了者などを配置していた。
・イベント開催において、入園者にも配慮した人員
配置をしていた。

S S

管理運営に適した従事者を配置した。（点検、動植物、アトリエ
等）
管理水準に必要な従事者を配置した。（サービス提供、事故防
止等）

各施設や事業ごとに責任者を定め業務を実施した。など

・看護師を配置し、状況によっては近隣医療機関
に協力を依頼できる体制をとっている。
・事故等が発生したときには、従事者間で情報が
共有できるよう体制を確保している。
・AED（自動体外式除細動器）を４箇所常備し緊急
時の対応に備えている。

S S

利用者の怪我等の事故発生時の際、迅速な対応ができた。

事故防止や発生時の際、連絡体制を基に対応できた。

台風や異常気象、降雪の際、円滑かつ的確に対応できた。など

・定期的に従事者に対し研修を行っている。また、
知識の習得のみ成らず、業務遂行意欲を高めるよ
うな職場環境作りを行っている。
・公園を管理する上で必要な研修などにも従事者
を参加させ、人材育成に努めている。 A A

管理運営に必要な資格取得の推進や研修を実施した。

接遇や企画力などの向上に向けた研修を実施した。

利用者の事故防止や発生時に対応できる研修を実施した。など

・公園の維持管理、事業計画書で企画していた事
業等は計画どおり実施されていた。集客度も概ね
想定どおりであった。
・きりがみ展によるオーデンセ市ご招待やデンマー
ク商品の直輸入販売など、独自に国際交流の確
立を展開した。
・指定管理者が主体となって実施した事業が多くあ
り、どれも好評価を得ている。 S S

維持管理、運営、事務管理など。

事業年次計画の達成度（差異の有無やこれに伴う効果の良否な
ど）

指定管理者が主体となり企画や提案、実施した事業など。

・臨時職員も含めた雇用体制を確立していること、
雇用条件を提示し雇用していることなど、雇用者と
従事者間の信頼関係は確保されている。

A A
従事者の労働条件は適正であった。（臨時職員等全従事者）

従事者への福利厚生などの労働環境は適正であった。

雇用条件などの雇用体制を明確にして雇用した。など


